
通所介護利用料金表（要介護１～要介護５の認定を受けておられる方） 
 
 厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保
険法による介護報酬の告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合（１割～３割）を乗
じた額とします。 
 
（１）通所介護費（基本サービス費）                          （単位:円） 

認 定 区 分 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス 
提供時間 

1 割 2 割 ３割 1 割 2 割 ３割 1 割 2 割 ３割 1 割 2 割 ３割 1 割 2 割 ３割 

３時間以上 
4 時間未満 

368 736 1,104 421 842 1,263 477 954 1,431 530 1,060 1,590 585 1,170 1,755 

４時間以上 
５時間未満 

386 772 1,158 442 884 1,326 500 1,000 1,500 557 1,114 1,671 614 1,228 1,842 

５時間以上 
６時間未満 

567 1,134 1,701 670 1,340 2,014 773 1,546 2,319 876 1,752 2,628 979 1,958 2,937 

６時間以上 
７時間未満 

581 1,162 1,743 686 1,372 2,058 792 1,584 2,376 897 1,794 2,691 1,003 2,006 3,009 

７時間以上 
８時間未満 

655 1,310 1,965 773 1,546 2,319 896 1,792 2,688 1,018 2,036 3,054 1,142 2,284 3,426 

 
 ※通常は９時００分～１６時１５分の７時間１５分の利用が標準的なサービス提供時間ですが、体調不良、

要用等により時間を短縮してご利用された場合は、利用時間に応じて算定させていただきます。また、 
利用開始前に⾧時間のご利用は困難であるが、利用をしてみたいと考えておられる方については利用時間
について事前に相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。 

 
（２）加算・減算（共楽園における算定項目）                      （単位:円） 
 ①加算 

項    目 １回あたりの料金 1 割 2 割 3 割 

入浴介助加算（Ⅰ） 40 40 80 120 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18 18 36 54 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数に 2.3%を乗じた額 

 ②減算 
項    目 １回あたりの料金 1 割 2 割 3 割 

同一建物減算 －94 －94 －188 －282 

送迎減算（送迎を行わなかった場合の片道） －47 －47 －94 －141 

 ③介護保険給付対象外サービス 

昼食代（おやつ代含む） 500 円 

送迎費用（四国中央市以外） 実 費 

おむつ代 実 費 

日常生活費、その他教養娯楽費 実 費 

 
 

令和 3 年 4 月改定 


